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政治を動かす・未来を動かす

【斎藤】　昨年11月「ま
ち・ひと・しごと創生法」
が成立しました。人口の
東京圏への一極集中を是
正するためには、①豊か
な生活を安心して営める
地域社会をつくる、②地
域社会を担う多様な人材
を確保する、③地域にお
ける多様な就業を創出す
る、この三つを一体とし
て推進することを目的と
しています。それぞれの地域で、生活の安全と事業
の安定が確保される環境を整備するためには、市民
の悩みごとや企業紛争を身近で迅速に解決してくれ
る民事司法制度を整備することが不可欠です。そし
て、市民の司法アクセスを拡充するためには司法の
利用者が地域から声を上げ、具体的な制度の実現を
提言することが重要であると考えます。そこで、本
日は各団体のリーダー三名、及び政策立案の研究者
である元三重県知事にもご出席いただき、実践のご
報告と展望を語って頂きたいと思います。
まず自己紹介と取り組んでいる課題について、お
話し下さい。
【泉】　明石市長の泉です。弁護士で、社会福祉士で
もあります。

明石市では専門職の採用を積極的に進めており、
弁護士についても、現在 7名が市役所の職員として
働いています。地方自治体の良さを二つ挙げると、
一つは市民にとって身近であること、そしてもう一
つは市民に幅広い支援が可能であることです。弁護
士を自治体の内部に位置付けることによって、市民
の法的なニーズに対しても、自治体としてしっかり
と応えていきたいと思っています。
【石曾根】　長野県松本で弁護士事務所を開いており
ますが、現在裁判所支部でぜひ労働審判を開設した
いという運動をやっておりまして、それについて市
民と連携しながら長野県下の自治体で賛同の意見を
頂いたところです。そこから一歩踏み込んで、支部
で労働審判ができないのは司法予算が足りないから
だ。それを増やすためには何をすればよいのか、と
いう、活動を行っています。
【藤田】　藤田です。所属は新潟県弁護士会です。現
在、関東弁護士会連合会の理事長をしております。
関弁連管内の地域司法の充実を最重要の課題の一つ
にしています。
【北川】　私は国会議員ほか知事を経験し、現在は内
閣府の地方公共サービス委員会の委員長を引き受け
ています。公権力の行使を民に開放しろと運動をし
ておりまして、地方自治体の公金回収業務について
弁護士に専門職としての機能を発揮していただきた
いということと、いわゆる法の支配を普遍的に広
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め、地域が自立して自己決定、自己責任にのっとる
法の基盤を作らないと本当の地方創生ができないの
ではないかと考えております。

【斎藤】　それでは、現在の課題に取り組むことに
なったきっかけを、順次お話し下さい。
【泉】　弁護士の自治体職員としての採用には、もち
ろん理由があります。
①市民の側の法的ニーズの高まりと、②職員の側
の法的ニーズの高まり、そして、③自治体経営上の
法的ニーズの高まりなどが理由です。
まず、①市民の側の法的ニーズの高まりについて
ですが、「法は家庭に入らず」の考えでは、子ども
や高齢者を守りきれなくなってきたことが背景事情
としては大きいです。児童虐待や介護放棄などの問
題もあり、家族に任せておくだけでは不十分で、地
方自治体が積極的に本人を法的に支援していく時代
が始まったのだと思っています。
次に、②職員の側の法的ニーズの高まりについて
ですが、最近の地方分権の進展によって、自治体職
員にも、法的な自己決定・自己責任が求められよう
になりました。
そして、③自治体経営上の法的ニーズの高まりに
ついてですが、コンプライアンスの確保や、政策法
務を担える人材の育成など、弁護士が活躍できる分
野も増えてきました。
明石市としては、それらのニーズに応えるべく、
弁護士を積極的に採用しているわけです。
【斎藤】　具体的な取り組みの中身についても、お話
いただけますか。
【泉】　まず、市民ニーズへの対応についてですが、
市民相談の充実化には特に力を入れています。
その際、①アウトリーチ、②チームアプローチ、
③ワンストップという 3つのキーワードを意識して
います。アウトリーチの取り組みとしては、自宅へ
の訪問相談を 3年前から始めています。高齢者や障
害者などで市役所まで来ることが困難な方について
は、電話 1本いただくだけで、弁護士職員が本人の
自宅や病院の枕元にまで出向いていって法律相談に
応じるというものです。当然のことながら大変好評
です。チームアプローチの取り組みとしては、総合
相談窓口を 2年前に開設しています。いじめや体罰
などの相談については、弁護士職員が法律相談に応
じるだけではなく、社会福祉士職員や臨床心理士職
員とチームを組んで、福祉や心のケアを含めた総合
的なサポートとなるように心がけています。ワンス
トップを目指した取り組みとしては、「法テラス明
石市役所内窓口」を昨年 5月から市役所本庁舎の市
民相談室の中に開設しています。法テラスのスタッ
フが常駐しているので、市民からすれば、市役所に
行きさえすれば弁護士を紹介してもらえるというイ
メージのようで、身近な法テラスとして親しまれて
います。
次に、職員ニーズへの対応についてですが、一般
職員が業務執行などに関して、いつでも気軽に弁護

士職員に法律相談できる
環境をつくっています。
昨年 1年間に職員から寄
せられた法律相談の件数
は723件で、私が市長に
就任するまでの年間20件
弱とは大違いです。法的
に安心して職務を遂行で
きるようになったと職員
には大変喜ばれていま
す。
そして、自治体の政策
ニーズへの対応についてですが、明石市では、犯罪
被害者への立替金制度の創設や、離婚後の養育費や
面会交流に関する支援策の実施など、全国初の施策
を順次具体化していっていますが、その施策を担っ
ているのは、まさに弁護士職員です。
【斎藤】　石曾根さん、取り組みのきっかけと現時点
での到達点をどうぞ。
【石曾根】　私が支部問題に取り組んだきっかけは、
支部の統廃合の問題。昭和63年に最高裁が持ち出し
たものですが、同年に松本在住幹事をやり、平成元
年に弁護士会の副会長になって支部の統廃合に関す
る反対活動に没頭いたしました。結果として、三支
部とも統廃合されてしまった。官が地域を見捨てる
のであれば、地域を救済するのは弁護士であり、弁
護士会であるという思いで、支部問題にそれから取
り掛かることになったのですけど、母親の介護で10
年ほど会務から遠ざかりました。平成13年ごろから
会務に復帰して平成19年に県の弁護士会の会長にな
りました。
公約として、長野県の地域司法計画をもう一度見
直して作り直す運動をおこすと共に、家庭裁判所委
員会で支部の問題について市民委員の方々に色々と
説明をして問題提起をいたしました。しかし中々動
こうとしない。長野県は全国 7番目に労働局のあっ
せん件数が多いのですが、労働審判というのは本庁
でないとできない。長野県は南北に長い、全国で 4
番に広い地域です。何とかせめて松本で労働審判が
できればいいなということで、支部での労働審判実
施の必要性を県議会はもちろん、中南信の全市町村
に陳情しまして、決議され最高裁の方に提出されて
います。また商工会の団体からも支部での労働審判
実施を要請してもらいました。また、支部充実のた
めの司法の基盤整備、裁判官や検察官の増員を各自
治体の決議に加えていただきました。現在行われて
いる日弁連と最高裁との協議の中で松本支部での労
働審判の開設が実現してほしいと思っているところ
です。
【斎藤】　労働審判を松本で実施していないことによ
る具体的な弊害をお聞かせください。
【石曾根】　労働局のあっせん委員をやっておりまし
て、そのあっせんの件数が平成22年の後半から極端
に多くなり、労働局に週 3から 4回くらい通わない
と処理できないくらいになりました。労働者、経営
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者の声を聴くにつれて、労働審判に持って行った方
がより良い解決になると思った事案がたくさんあり
ます。しかし伊那とか飯田の人はもちろん松本でさ
えも、長野までは遠いので行けません、そういう声
が多かった。労働者も経営者もやむなくあっせんで
の解決を諦めて、労働審判の申し立てもしない。そ
ういった事態が目についていた。どうにかしないと
いけないという思いで運動をしたわけです。
例えば飯田からですと、長野本庁まで片道 5時
間、長野まで通うということは無理です。木曽の岐
阜県境からしても片道 3時間以上かかる。それを軽
減するには松本支部での労働審判がぜひ必要だとい
う思いです。
【斎藤】　藤田さんが地域司法の充実の問題にかか
わったきっかけは。
【藤田】　私も平成 2年に新潟県弁護士会の副会長を
やっていた時に関弁連管内は11カ所の支部が統廃合
され、その内、県内 4支部が対象になりました。平
成19年に弁護士会の会長のとき統廃合された 4支部
を何とか復活させようと考えましたが、あまりにも
ハードルが高い。そこで、 4つの統廃合されたとこ
ろの家庭裁判所の出張所での調停とか審判の実現と
いうのは我々の運動で手が届きそうで、市民の要望
にこたえる改善策だと思い、ここ数年来取り組んで
います。
地方に行けばいくほど地域司法の基盤整備がおざ
なりにされていると感じています。裁判所が本気に
なれば家裁の出張所でも調停等ができるはずです。
関弁連として、東京地家裁立川支部の本庁化、千葉
家裁市川出張所での地家裁支部の新設、横浜地裁相
模原支部での合議制の実現や支部での労働審判の実
現等を最重要課題として取り組んでいます。
【斎藤】　家庭裁判所の出張所で調停ができないで
困っている事例をお話し下さい。
【藤田】　統廃合される前の支部であればお年寄りで
あっても自分の町にある裁判所という感じでした。
それがなくなったものですから高速を使っても一時
間半とか、冬場では 3時間かけて近接の支部に行か
なければならない。お年寄りやお子さんを抱えてい
る母親にとっては一日掛けて裁判所に行くなんてま
ず不可能だと思います。遺産分割で、相続人が非常
に高齢化しておりますので、そんな遠いところまで
行くのか、何で地元の裁判所で遺産の調停ができな
いのって言われて、ここは受付だけなんですよと説
明しているうちに、おじいちゃんが亡くなり、数年
たって、おばあちゃんと長男が亡くなったり、相続
人がとんでもない数になったというケースがありま
した。成年後見の申立てでも、前の支部があったと
ころなら市役所の職員とご本人が10分で行けた。と
ころが裁判所が40km離れていては本人を連れて行
くのが大変で、ようやく本人を説得して車に乗って
高速に入ったら、そのお年寄りが高速道路なんか10
年乗ったことが無いし、気分が悪くなったから下ろ
してくれと戻ったこともあります。
身近に家庭裁判所がないと、団塊の世代が年を
取っていくにつれて司法は役に立たないという市民
の意識がさらに強くなるのではないかという危惧を
抱いています。

【斎藤】　北川さんは、どうお思いでしょう。
【北川】　今までのお話を
聞きましても、成長社会
で経済一辺倒で来られた
時代があって、その時の
予算とか富の分配で、公
共は成り立っていたと
思っています。ただ成熟
社会になりまして、多様
な社会をということで集
権から分権に変わった。
分権は権限を分けてもら
うという消極的な言葉だ
と思います。これが本年、地方創生関連ということ
で創生時代にいよいよ入ってきた。分権法ができて
20年経つのですが、形式は整いつつあるですが、実
質的な住民自治が取られていないと思いますね。だ
から今のお二人のお話でも住民自治が不十分ではな
いかという問題提起がされている。全く同じ認識
で、公共事業というのはハードを整備するのも公共
事業ですけど、法の支配が行き届いていないところ
に本当の法の支配、公共の支配を行き渡らせるのは
ソフトの面で頑張っていかなければならないという
思いが非常に強いわけです。地方が自立し自己の責
任で決定するとした場合、何を基準にするかという
と法以外は無いわけです。ところが集権時代は国に
依存して、慣行とか慣習で権力の側で決めてきた。
それを法に基づいて客観的に決めるという文化が全
国にいきわたらない限り地方創生は完結しないのだ
ろうということです。
国会議員とか知事を務め、日弁連の市民会議の議
長などもやらせていただいていますが、従来弁護士
さんと行政の世界は、対立的なまことに不幸な関係
が続いてきた。私は、情報公開時代において公権力
は住民の為にパラダイムを転換して、専門職が本当
に機能するようにしていかなければならないと主張
してきました。しかし、リストラでどんどん自治体
の職員は削られていく。一方、団体自治で市役所に
はどんどん仕事が降りてくる。そうすると一人で三
役、四役もやるということになりますと、先ほども
言った公金回収とか難儀な問題は先送りされて社会
の公平性を欠いている、これは誰かが結びつける役
目をしないといけない。山岸会長の時に活動領域拡
大の日弁連宣言がなされたというのは、私は画期的
なことだと思った。
私が今担当している地方公共サービスの公金回収
の問題は、全国三か所か四か所で、弁護士と行政と
法務省がバックアップして勉強会を開いて大盛況で
す。私はそういうことができる土壌が弁護士さんの
努力でできてきたと思っている。また、任期付きで
採用された弁護士さんが地方公務員にはいなかった
のですが、現在85名になっていると思います。行政
分野を開拓した人たちが出始めて、ビジネスとして
成功すると、法の支配は自動的に行き届く。理論は
分かったからやるかやらないかの決断だけではない
かという後押しをさせていただくのが、私の仕事か
なと思います。例えば、対処療法ではなく予防政策
として、弁護士が役所の中でご教授いただくあるい
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は窓口業務を担当いただく。あるいは契約のことに
ついてやっていただく。市長さんや県知事さんも食
わず嫌いの所がありますが、最近の弁護士の努力の
結果、やっぱりいいよねという大きな動きが出てき
て、私どものところでも現在数名何とか弁護士さん
紹介してよとなっています。
【斎藤】　弁護士が色々なところに入って、市民の立
場で法の支配を現実のものにしていくという期待が
広まっていると思います。その中で明石市で、裁判
所や弁護士会にさらにこうして欲しいと感じるとこ
ろはありますか。
【泉】　ひとことで言うと、行政との連携です。裁判
所や弁護士会には、是非とも自治体という行政と連
携をしていただきたい。そうすることによって、司
法と行政と地域の三者の連携が可能になり、市民の
ためにできることが一気に増えると思います。自治
体が市民のために頑張るのは当然ですが、行政だけ
でできることは限られています。多様化する市民
ニーズに対して、地域の関係団体などと連携しなが
ら何とか対応しているというのが実情です。司法も
同じで、司法だけでできることにも、やはり限界が
あると思います。まずは、司法と行政が連携を始め
ること、そのことをお願いしたいと思っています。
この点、明石市では、司法と行政と地域の三者に
有識者などを加えたネットワーク会議を立ち上げ、
成年後見や、養育費・面会交流というテーマについ
て、定期的な意見交換を続けています。もちろん、
弁護士会には参加していただいていますが、特徴的
なのは、裁判所にもオブザーバーとして加わってい
ただいているところです。家庭裁判所の書記官や調
査官などにも明石市役所の会議室にお越しいただ
き、司法と行政との連携のあり方などについて協議
を重ねています。ネットワーク会議の他のメンバー
としては、法テラスや公証役場といった公的機関、
医師会、司法書士会、社会福祉士会、臨床心理士会
といった専門職団体、民生児童委員協議会や社会福
祉協議会といった地域の方々、それにNPOや市民
団体などです。関係機関が連携して、市民のために
チームとして一緒に取り組んでいきましょうとの思
いで続けています。
【斎藤】　明石市は先進的な取り組みをしていて、そ
れをさらに発展させて将来的な展望を開いていく段
階にあると思いますけど、弁護士・弁護士会や家庭
裁判所との具体的連携を紹介してください。
【泉】　いろいろありますが、まず最初にしたこと
は、市役所の市民相談のパンフレットを裁判所のロ
ビーに置いていただき、裁判所の各種パンフレット
を市役所のロビーに置かせていただくことでした。
それが連携のスタートでした。市役所の市民相談窓
口には、裁判所の申立書式なども常備しており、裁
判所の手続などについてもアドバイスしています。
また最近とりわけ力を入れているのは、離婚と子
どもに関するテーマについてです。養育費や面会交
流の取り決めを促す参考書式を市役所の窓口で配布
したり、面会交流の実施場所として明石市の公共施

設を無料提供したりもしています。調停成立後の養
育費の履行確保などについては、市役所内の法テラ
スが弁護士を紹介したりもしています。
この連携の面でも、自治体弁護士が大きな役割を
果たしており、弁護士の採用は、自治体にとって、
コスト・リーズナブルな選択だとあらためて感じて
います。
【北川】　これは今貴重なこと言われましたけど、弁
護士さんを任期付きでも採用したいという自治体は
結構ある。まずいくらかかるかいう不安がある。
びっくりするほどの高額ではなしに、専門手当ては
あったとしてもリーズナブルなものという現実がも
のすごく大きな影響を与えることを弁護士会のみな
さまにご理解いただいて現実に回していくことが重
要です。もう一つ、役所が心配することは本当に弁
護士が来てくれるかということです。泉さんは採用
の方法も色々な手を考えられてやられている。入口
の自治体に行けることと、任期付きで 5年努力され
た人が戻られたときの出口のお世話のシステムを確
立しないと地方創生時代の法の支配は行き届かな
い。

【斎藤】　法の支配を確立するために行政、弁護士や
他の団体が連携する上でも、裁判所が近くになけれ
ばという問題もあって、インフラとして裁判所の充
実が今日の大きなテーマです。
【泉】　市民に身近な司法の実現は、司法改革の理念
でもあり、とても重要なポイントです。ただ、裁判
所の数や裁判官の数そのものを増やさなくても、で
きることもあるはずで、そこで、明石市では、法テ
ラスという司法拠点を市役所の中に誘致することに
したわけです。市民にも好評で、法律相談の件数も
大幅に増えています。
また、自治体弁護士の採用も、身近な司法に向け
ての取り組みの一つです。司法の実質的な機能の面
に着目して、市民のための司法を実現していくこと
も大切だと思っています。
【藤田】　おっしゃるとお
りだと思います。この
5、 6年、私たちを取り
巻く自治体、行政の皆さ
んのスタンスが明らかに
変わってきています。新
潟県柏崎市の市長さんと
お会いする機会がありま
して、管内人口 9万人、
ここに法律事務所がな
い、近接の支部まで30km
離れている、若い弁護士
一人、二人いていいよねと。それに行政も相談した
いことがあるというのです。財政支援するから元気
のいい若い弁護士を紹介してくれないかという話が
ありました。
結果的に、市の財政支援と日弁連の財政支援で法
律事務所が開設されました。糸魚川市も同じです。



5
benseiren  news　No.41　平成27年(2015年) 7 月

新潟県は非常に過疎地のエリアが広いわけです。町
村合併で前の町役場の施設が空いているから、そこ
を法律相談所の場所として一週間に二日とか弁護士
を派遣して相談を受けている。弁護士会が、お品書
きをもって弁護士はこんなことができますよと示し
ながらアウトリーチしているわけです。
今日は、北川先生と泉市長のお話を聞いて、同じ
ような感覚をお持ちだなと思いました。地方にいる
弁護士が何をしなければならないのかということは
勉強になります。
【斎藤】　弁護士が依然として地域に居ないという問
題とあわせて、地元に裁判所建物があるのに裁判官
が居ないという状態はどうにかならないかという声
や、本庁で行っている司法手続を支部でもやっても
らえないかと言う声が上がっている。その一つが労
働審判ですね。
【石曾根】　いま地裁のワ
号事件は減っているので
すが家事事件は増えてい
ます。ワ号事件ですと判
決が出て強制執行を掛け
ても財産が回収できな
い。それ故、地裁は市民
から頼りにされなくなっ
ているのではないか。一
方家事関係は裁判所に調
停をお願いします、裁判
所で何とかしてください
よと頼りにされている。頼りがいのある裁判所にす
るには身近に裁判所が無ければならない、行政と弁
護士会が協力し合えば、より頼りになる司法の実現
に一歩近づいていくかなという感想です。
【泉】　公共施設の数を削減していかざるをえない社
会情勢の中で、裁判所の数をすぐに増やせるかいう
と難しい面がある。弁護士が、市民と裁判所をつな
ぐ中間的な役割をどう果たしていくのかが重要だと
思います。
【北川】　地方創生時代の先の公共インフラとは何か
というと、法の支配が最たるものではないか。地方
自治体も建物の再配置計画が法制化されて何割か減
らして機能を強化する。だから国も中々建物を新し
く建てているのは難しいと思います。機能面で補
う。公共施設は余っているわけですから有効活用と
いうのは重要な問題です。公共事業として道路など
を作ったわけですけど、本当に成熟した社会はソフ
トの面が大切なのですよ。
【泉】　一般の市民からすれば、裁判所は遠い存在で
あり、弁護士も近いとは言い難い。その点、市役所
は市民に身近な存在です。だからこそ、市役所は市
民と司法との橋渡しに適しているように思います。
市役所の中に弁護士資格をもった職員を 7名配置
し、市役所の中に法テラスを誘致しましたが、今後
は、市役所の中に公証役場も入れたいと思っていま
す。市役所に行きさえすれば司法に繋がるというの
がポイントで、まだまだ色々と工夫の余地があるよ
うに思います。
【藤田】　需要があるのが大前提で、裁判所もおそら
く事件が増えないと考えているようですが、実は埋

もれていっているのではないかと思います。弁護士
会が市民に身近な存在になってもっと地域に飛び込
んでいくのが大前提と言うのは同意です。
【泉】　発想の転換が弁護士に求められていると思い
ます。弁護士の活躍の場所は、裁判所の中だけでは
なく、社会の隅々にあるはずです。弁護士の専門分
野は、法律だけではなく、世の中そのものであって
もいいはずです。そして何よりも弁護士は、市民に
とって特別な存在ではなく、市民にとって身近な日
常的な存在であるべきです。
同じように、司法についても、裁判所の中だけで
はなく、地方行政の拠点である市役所にもあるわけ
です。離婚の相談、子どもの貧困など、それぞれが
司法へのまさに入り口です。
発想の転換こそが重要なのです。
【北川】　行政をやっていますとね、市役所が現場で
文句を言われるから大分変りました。法務省が圧倒
的に古いんですよ。そんなものだと思っている中に
弁護士さんもいらっしゃる可能性もある。
【藤田】　統廃合された裁判所、独立簡裁の施設があ
るわけですよ。結構宝の持ち腐れで、駐車場もある
し、調停も審判も十分にできるけど活用されていな
い。地方、地域に行くほど土地建物は必要ない。ソ
フトの部分、裁判所、検察庁も我々弁護士がこんな
に増えたのだから裁判官、検事もそれ相応に増やし
ていただいて、そのためには予算付けをしてもらう
必要があります。
【斎藤】　要するに、東京には様々な紛争解決のメ
ニューが市民に提供されているのだけど、地方だと
市民に身近に提供されていないという不満。それを
何とか改善・改革して欲しいということですね。
【泉】　予算の獲得に向けての大義も必要です。リー
ガル・セーフティーネット100％の実現というのは
どうでしょうか。日本のどこで暮らしていても、法
的な支援を十分に受けることができる社会をつく
る、その環境を整備するための予算という位置づけ
です。
いずれにせよ、日弁連や弁政連は、もっと戦略的
に動く必要があると思います。法務省や最高裁ばか
りを相手するのではなく、国交省、経産省、厚労
省、文科省といった事業予算に余裕のありそうな省
庁も幅広く対象にしたうえで、戦略的な働きかけを
強めていった方がいいように思います。
【北川】　そういう立ち位置を変えたら、本当にこれ
が地方創生時代ですね。需要があるというだけでは
だめです。あるなら何故利用が増えないのだ。お前
たちが駄目なんじゃないかという議論になる。
【泉】　日弁連や弁政連には、実現に向けてのリアリ
ティを持って運動をしていただきたい。タイミング
を逸した意見書を漫然と国に提出するのではなく、
自治体と連携して協議を重ねながら条例化を図れ
ば、意見書の内容を具体化することも実際に可能な
はずです。
それから弁護士は、選挙にもっと数多く立候補す
べきです。知事でも市長でも国会議員でも地方議員
でもかまいません。政治や行政に関わることは悪い
ことではないはずです。弁護士の使命である基本的
人権の保障と社会的正義の実現、すなわち人助けと
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世直しは、裁判を通してだけでなく、政治や行政を
通しても可能なはずです。日弁連と弁政連には、政
治参加の機運を高め、その挑戦を後押しする体制を
つくってもらいたいです。
【斎藤】　今日のメインテーマを超えていますけど、
言わんとする趣旨はわかります。
【石曾根】　本題に戻って、地方裁判所の支部を失っ
た地方の自治体は疲弊するばっかりです。安心と安
全を束ねる裁判所がなくなったからです。今までは
裁判所は中央集権でした。中央集権の考え方を変え
ていかなければならない。裁判所を改革するには
我々が市民の目線から司法を根幹から変える国家的
一大事業を提言し、その為の予算を設けるべきだ
と。これをしていかないと司法の機能を市民の目線
で充実させられない。
【藤田】　私も、裁判所機能の拡充は、わが国の根幹
をなす大きな事業だと思います。自治体の首長さん
とか地元の国会議員の皆さんとは地域司法という
テーマにとどまらず、色々な会合とか勉強会などで
意見交換をしております
【泉】　日本の司法予算は、あまりに少なすぎます。
しかも、昔からあまり変わっていない。そこで、次
善の策の一つとして、地方自治体の予算を活用する
という方法がありうると思います。人口30万人弱の
明石市でも年間予算は1, 000億円を超えています。
首長と議会が了解すれば、一定額の予算を捻出する
ことは、そう難しいことではありません。弁護士会
と地方自治体が組めば実現できることは結構あるよ
うに思います。
また余計なことかもしれませんが、弁護士会の組
織改革や財政見直しなども必要なように思います。
身内に甘い組織のままでは、市民の信頼は得られな
いように思えてなりません。
【斎藤】　ご意見は、承って検討します。先ほど北川
さんが言われた裁判所に対する需要はあるというだ
けでは不十分で、目に見える形に現実化させないと
説得力が無いというのは、その通りだと思います。
そのためにも、市民に身近な自治体との連携は重要
ですね。
【北川】　そこまでいきわたらせなければ法の支配は
行き届かないということを市長たちが言う。その条
件を先生方が整えていただく時期になっている。市
民目線での法の支配というのを待っていますよ。明

石市もそうです。
【藤田】　例えば、労働審判とか家裁出張所での調停
とか、現実に市民の声が出て制度は作られる。そう
いう意味で市民の現実の要求をくみ上げて、それを
ぶつけて制度化していくことだと思うのです。人を
家裁の出張所に置いてくれというのも市民から要求
が出て初めて実現すると思うのです。その結果、裁
判所の使い勝手が良くなり、法の支配の拡大につな
がります。市民サービスの充実という観点から、地
方自治体のご支援をお願いします。
【泉】　地方自治体と市民と弁護士会が一緒になって
国民的な運動を巻き起こしていくことも、たしかに
考えられると思います。とりわけ市町村は、市民
サービスの提供主体でもあり、市民と接する機会も
多いので、市民と弁護士会の橋渡しとしては適任だ
と思います。
また、学校現場での法教育についても、弁護士を
身近に感じてもらえるいい機会であり、弁護士会と
地方自治体とが連携して取り組めるテーマの一つだ
と思っています。
【藤田】　新潟県弁護士会には、学校へ行こう委員会
というのがありまして、 3年間でのべ142校、約
24, 000名の生徒さんと父母を対象として憲法の話や
法の支配の話をしたりしています。法曹志望者が
減ってきている。今のうちに弁護士あるいは司法の
姿を見てもらいたい。子どもたちや父母と同じ目線
に立っているようなネーミングを工夫しました。も
う一つは、新潟県や東北各県は事業者やお年寄りの
自殺が多いのですね。弁護士会が連携を取って、自
殺防止の視点で県市と連携して、関係団体とネット
ワークを敷いて、事業費については県からは頂戴し
ています。石曾根さんが労働審判の関係で、県下の
県議会、市議会に請願なさっている。我々もしなけ
ればならないと思っていますし、色々なことを関弁
連管内で学ぶものは学んで。先ほど弁政連について
も厳しい意見を戴きましたが、お互い弁政連の支部
同士が情報を交換して、いいことはお互いどんどん
やっていこうよという気持ちを強く持っています。
【斎藤】　話は多岐に展開して尽きませんが、本日は
貴重なお話をいただき、本当にありがとうございま
した。
 （平成27年 5 月 2 日　於霞が関弁護士会館）
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弁政連定期総会を開催

平成27年度（2015年度）活動方針
日本弁護士政治連盟（弁政連）は、日本弁護士連合会（日弁連）、弁護士会連合会及び弁護士会の政策実現を支援するために、

自らを「法の担い手」である弁護士と「法の作り手」である政治（国会、地方議会）とのかけ橋として位置付け、以下の方
針の下で活動します。

１ 　日本弁護士連合会、弁護士会連合会及び弁護士会との連携を強め、政党、国会議員、地方議会
議員及び自治体首長等に対する組織的な要請活動を行います。
民事・刑事・司法基盤整備を含む改革諸課題、法曹養成制度の改革、震災復興等日弁連が実現を目指し対応を迫られる重
要政策課題について、日弁連等との連携を密にし、政党、国会議員、地方議会議員、自治体首長等に対する弁政連本部及び
各支部における組織的な要請活動を行います。

２　司法制度の利用者である国民の視点に立って、弁護士の活動領域の拡大・確保に努めます。
司法制度の利用者である国民の視点に立って、弁護士の活動領域の拡大に努めます。同時に、国民の権利利益を適正に擁
護するという観点から、他の職種の法律事務領域への権限拡大運動に対しては、日弁連とも緊密に連携して、適切な対応に
努めます。

３　政治・行政の場での弁護士の様々な活動を推進します。
弁護士の活動の場として政治・行政が注目されています。国会議員・地方議会議員への弁護士の立候補や立候補に向けた
育成の支援、弁護士が、政策秘書、政府機関・自治体における任期付職員、「法務」区分総合職等として活動するための支援等、
弁護士のこれら政治・行政の場における活動を推進するため、様々な場と機会を提供し、これを支援します。

４　支部未設置地域を解消し、支部活動の一層の充実強化を図ります。
全国各地域における支部の存在とその充実した活動こそが、弁政連活動の源泉であり推進力でもあります。弁政連は、本
年度中の支部未設置地域解消の実現を目指すとともに、各支部の活動のより一層の強化を図ります。

５　会員拡大を推進し、議員等との交流をより活発にして、内外共に、より存在感のある組織とします。
様々な機会に弁政連の存在をアピールし、その意義を理解していただくとともに、会員が参加できる企画を実行すること
によって、会員数の拡大を図ります。また、若手議員との交流や各支部での弁護士の職域拡大にもつながり得る活動によっ
て、弁政連の組織と活動を若手会員にとっても魅力のあるものとするよう努めます。

６　国政選挙に際し、実績に基づく適正な選考による推薦活動を行います。
国政選挙においては、日弁連等と連携した組織的要請活動をより効果的なものとするため、全国各支部からの意見等も踏
まえつつ、所属政党にとらわれず、実績に基づいた適正な推薦活動を行います。

７　広報活動を充実させます。
広報活動は、組織の存在感を高め、透明性を与え、信頼度を増すために重要です。「弁政連ニュース」や、ホームページ
等の広報媒体をより充実させることにより、活発な広報活動を展開します。
 以上

2015年 5 月13日、弁護士会館ク
レオにて2015年度定期総会及び理
事会が開催された。山岸憲司理事
長が再任されたほか、新年度の理
事、監事、副理事長、常務理事が
それぞれ選任された。
定期総会では、2014年度の決算、
活動報告、2015年度活動方針及び
予算が承認された（なお、活動方
針は弁政連ホームページにも掲載
している。）。
今後、活動方針に掲げられた、

日弁連、弁護士会連合会、弁護士
会と連携した政党、議員、自治体
首長等への組織的な要請活動、国
民の視点に立った弁護士の活動領
域の拡大・確保等に取り組んでい
くことになる。
 （幹事長　大貫 裕仁）
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５月13日、弁護士会館講堂クレオにおいて、本年度定期総会に引き続き、各党の衆参議員をお招きして、弁
政連懇談会が開催された。衆参合わせて78名（秘書代理出席を含む）の国会議員の方々のご参加を得て、盛大
に催された。当日の理事会で再任された山岸憲司理事長と日弁連の村越進会長から、司法修習生の給費制、刑
事法改革等の課題について抱負と議員の方々へのご協力のお願いの言葉が述べられた。
 （編集長　小川 晃司）
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山岸　憲司
理事長
東京弁護士会
平成21年度　東弁会長
平成24･25年度　日弁連会長

伊礼　勇吉
副理事長
東京弁護士会
平成14年度　東弁会長
平成14年度　日弁連副会長

田中　敏夫
副理事長
東京弁護士会
平成15年度　東弁会長
平成15年度　日弁連副会長

岩井　重一
副理事長
東京弁護士会
平成16年度　東弁会長
平成16年度　日弁連副会長

吉岡　桂輔
副理事長
東京弁護士会
平成18年度　東弁会長
平成18年度　日弁連副会長

斎藤　義房
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成24年度　東弁会長
平成24年度　日弁連副会長

若旅　一夫
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成22年度　東弁会長
平成22年度　日弁連副会長

高中　正彦
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成26年度　東弁会長
平成26年度　日弁連副会長

竹之内　明
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成23年度　東弁会長
平成23年度　日弁連副会長

菊地　裕太郎
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成25年度　東弁会長
平成25年度　日弁連副会長

横溝　高至
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成25年度　一弁会長
平成25年度　日弁連副会長

江藤　洋一
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成22年度　一弁会長
平成22年度　日弁連副会長

神　　洋明
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成26年度　一弁会長
平成26年度　日弁連副会長

庭山　正一郎
副理事長
第二東京弁護士会
平成20年度　二弁会長
平成20年度　日弁連副会長

高木　佳子
副理事長
第二東京弁護士会
平成17年度　二弁会長
平成17年度　日弁連副会長

尾崎　純理
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成15年度　二弁会長
平成15年度　日弁連副会長

飯田　　隆
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成18年度　二弁会長
平成18年度　日弁連副会長

澤井　英久
副理事長
第二東京弁護士会
平成23年度　二弁会長
平成23年度　日弁連副会長

橋本　副孝
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成24年度　二弁会長
平成24年度　日弁連副会長

栃木　敏明
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成22年度　二弁会長
平成22年度　日弁連副会長

山岸　良太
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成25年度　二弁会長
平成25年度　日弁連副会長

山田　秀雄
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成26年度　二弁会長
平成26年度　日弁連副会長

杉﨑　　茂
副理事長・常務理事
横浜弁護士会
平成 5年度　横浜(弁)副会長
平成18年度　日弁連副会長

千葉　景子
副理事長
横浜弁護士会
元法務大臣、元参議院議員

大島　正寿
副理事長
横浜弁護士会
平成18年度　横浜(弁)副会長

種田　　誠
副理事長
茨城県弁護士会
元参議院議員
平成15年度　日弁連副会長

小沼　洸一郎
副理事長・常務理事
栃木県弁護士会
平成 5年度　栃木県(弁)会長
平成 7年度　日弁連副会長

日本弁護士政治連盟役員
自　平成27年 5 月13日　　至　平成29年 5 月

氏名
役職
所属弁護士会
経歴
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久保田　嘉信
副理事長・常務理事
長野県弁護士会
昭和50 ・51年度　長野県(弁)
会長
平成18年度　日弁連副会長

金子　武嗣
副理事長
大阪弁護士会
平成22年度　大阪(弁)会長
平成22年度　日弁連副会長

石田　法子
副理事長
大阪弁護士会
平成26年度　大阪(弁)会長
平成26年度　日弁連副会長

福原　哲晃
副理事長
大阪弁護士会
平成25年度　大阪(弁)会長
平成25年度　日弁連副会長

藪野　恒明
副理事長
大阪弁護士会
平成24年度　大阪(弁)会長
平成24年度　日弁連副会長

中本　和洋
副理事長
大阪弁護士会
平成23年度　大阪(弁)会長
平成23年度　日弁連副会長

田中　彰寿
副理事長
京都弁護士会
平成17年度　京都(弁)会長
平成17・18年度　日弁連理事

大塚　　明
副理事長
兵庫県弁護士会
平成13年度　兵庫県(弁)会長
平成16年度　日弁連副会長

田中　清隆
副理事長
愛知県弁護士会
平成15年度　愛知県(弁)会長
平成15年度　日弁連副会長

中村　正典
副理事長
愛知県弁護士会
平成23年度　愛知県(弁)会長
平成23年度　日弁連副会長

緒方　俊平
副理事長
広島弁護士会
昭和60年度　広島(弁)副会長

河原　昭文
副理事長
岡山弁護士会
平成 2年度　岡山(弁)会長
平成14年度　日弁連副会長

福島　康夫
副理事長
福岡県弁護士会
平成19年度　福岡県(弁)会長
平成20年度　日弁連副会長

市丸　信敏
副理事長
福岡県弁護士会
平成22年度　福岡県(弁)会長
平成24年度　日弁連副会長

角山　　正
副理事長
仙台弁護士会
平成19年度　仙台(弁)会長
平成20年度　日弁連副会長

向井　　諭
副理事長
札幌弁護士会
平成19年度　札幌(弁)会長
平成22年度　日弁連副会長

渡辺　光夫
副理事長
香川県弁護士会
平成11年度　香川県(弁)会長
平成19年度　日弁連副会長

藤村　義徳
常務理事
東京弁護士会
平成10年度　東弁副会長
平成20年度　日弁連常務理事

小林　芳夫
常務理事
東京弁護士会
平成16･17年度　日弁連財務
委員
平成21年度　日弁連監事

小林　元治
常務理事
東京弁護士会
平成15年度　東弁副会長
平成15年度　日弁連常務理事

藤原　　浩
常務理事
東京弁護士会
平成23年度　東弁副会長
平成24年度　日弁連司法修習
委員長

箕輪　正美
常務理事
東京弁護士会
平成15年度　東弁副会長
平成15年度　関弁連常務理事
平成20年度　日弁連常務理事

黒岩　哲彦
常務理事
東京弁護士会
平成21年度　東弁副会長

渕上　玲子
常務理事
東京弁護士会
平成18年度　東弁副会長
平成18年度　関弁連常務理事

伊井　和彦
常務理事
東京弁護士会
平成19年度　東弁副会長
平成14年度　日弁連常務理事

鈴木　善和
常務理事
東京弁護士会
平成19年度　東弁副会長
平成19年度　日弁連常務理事

長谷川　宅司
常務理事
第一東京弁護士会
平成20年度　一弁副会長
平成20年度　日弁連常務理事

若林　茂雄
常務理事
第一東京弁護士会
平成22年度　一弁副会長
平成22・23年度　日弁連代議
員

三木　祥史
常務理事
第一東京弁護士会
平成25年度　一弁副会長
平成24－26年度　日弁連代議
員

比佐　守男
常務理事
第一東京弁護士会
平成26年度　一弁副会長
平成26・27年度　日弁連代議
員
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【理　　　　事】
氏　　　名 弁護士会
山岸　憲司 東 京
伊礼　勇吉 東 京
田中　敏夫 東 京
岩井　重一 東 京
吉岡　桂輔 東 京
斎藤　義房 東 京
若旅　一夫 東 京
高中　正彦 東 京
竹之内　明 東 京
菊地裕太郎 東 京
藤村　義徳 東 京
小林　芳夫 東 京
小林　元治 東 京
藤原　　浩 東 京
箕輪　正美 東 京
黒岩　哲彦 東 京
渕上　玲子 東 京
伊井　和彦 東 京
鈴木　善和 東 京
関本　隆史 東 京
上田　智司 東 京
仲　　　隆 東 京
横溝　高至 第一東京
江藤　洋一 第一東京
神　　洋明 第一東京
長谷川宅司 第一東京
若林　茂雄 第一東京
三木　祥史 第一東京
比佐　守男 第一東京
田中　　等 第一東京
前田　俊房 第一東京
寺前　　隆 第一東京
山本光太郎 第一東京
菰田　　優 第一東京
井上　裕明 第一東京
庭山正一郎 第二東京
高木　佳子 第二東京
尾崎　純理 第二東京
飯田　　隆 第二東京
澤井　英久 第二東京
橋本　副孝 第二東京
栃木　敏明 第二東京
山岸　良太 第二東京
山田　秀雄 第二東京

出井　直樹
常務理事
第二東京弁護士会
平成23年度　二弁副会長
元日弁連事務次長

市毛　由美子
常務理事
第二東京弁護士会
平成21年度　二弁副会長
平成26年度　日弁連常務理事

竹岡　富美男
常務理事
大阪弁護士会
平成16年度　大阪(弁)副会長
平成16年度　近弁連常務理事

福田　健次
常務理事
大阪弁護士会
平成21年度　大阪(弁)副会長
平成21年度　近弁連常務理事

奧村　哲司
常務理事
愛知県弁護士会
平成17年度　愛知県(弁)副会長
平成16－18年度　中部弁連理事

大貫　裕仁
幹事長
第二東京弁護士会
平成20年度　二弁副会長
元日弁連事務次長

出井　直樹 第二東京
市毛由美子 第二東京
井元　義久 第二東京
吉成　昌之 第二東京
幣原　　廣 第二東京
杉﨑　　茂 横 浜
千葉　景子 横 浜
大島　正寿 横 浜
清水　規廣 横 浜
木村　良二 横 浜
本間　　豊 横 浜
吉澤　俊一 埼 玉
黒田　典子 埼 玉
松本新太郎 千 葉 県
齋藤　和紀 千 葉 県
種田　　誠 茨 城 県
関　　周行 茨 城 県
小沼洸一郎 栃 木 県
高木　光春 栃 木 県
高橋　伸二 群 馬
小磯　正康 群 馬
長野　哲久 静 岡 県
伊東　哲夫 静 岡 県
古井　明男 山 梨 県
加藤　啓二 山 梨 県
久保田嘉信 長 野 県
土屋　　準 長 野 県
藤田　善六 新 潟 県
小林　斉史 新 潟 県
金子　武嗣 大 阪
石田　法子 大 阪
福原　哲晃 大 阪
藪野　恒明 大 阪
中本　和洋 大 阪
竹岡富美男 大 阪
福田　健次 大 阪
山田　庸男 大 阪
益田　哲生 大 阪
小寺　一矢 大 阪
畑　　守人 大 阪
岩城　本臣 大 阪
田中　彰寿 京 都
小川　達雄 京 都
浜垣　真也 京 都
日下部和弘 京 都
大塚　　明 兵 庫 県

道上　　明 兵 庫 県
林　　晃史 兵 庫 県
中上　幹雄 兵 庫 県
中本　　勝 奈 良
北岡　秀晃 奈 良
小川　恭子 滋 賀
森田　重樹 滋 賀
岡本　　浩 和 歌 山
有田　佳秀 和 歌 山
田中　清隆 愛 知 県
中村　正典 愛 知 県
奧村　哲司 愛 知 県
纐纈　和義 愛 知 県
髙木　道久 愛 知 県
森川　　仁 三 重
内田　典夫 三 重
川島　和男 岐 阜 県
矢島潤一郎 岐 阜 県
北川　恒久 福 井
今井　　覚 金 沢
小堀　秀行 金 沢
本多　利光 富 山 県
緒方　俊平 広 島
山下　哲夫 広 島
水中　誠三 広 島
田川　章次 山 口 県
森重　知之 山 口 県
河原　昭文 岡 山
平井　昭夫 岡 山
秋山　義信 岡 山
安田　壽朗 鳥 取 県
松本　啓介 鳥 取 県
中村　寿夫 島 根 県
吾郷　計宜 島 根 県
福島　康夫 福 岡 県
市丸　信敏 福 岡 県
前田　　豊 福 岡 県
川副　正敏 福 岡 県
辻　　泰弘 佐 賀 県
山下　俊夫 長 崎 県
森本　精一 長 崎 県
山本洋一郎 大 分 県
渡辺　耕太 大 分 県
由井　照二 熊 本 県
塚本　　侃 熊 本 県
井上　順夫 鹿児島県

上野　英城 鹿児島県
田中　　寛 宮 崎 県
萩元　重喜 宮 崎 県
當真　良明 沖 縄
池田　　修 沖 縄
角山　　正 仙 台
新里　宏二 仙 台
真田　昌行 仙 台
佐々木廣充 福 島 県
宮本多可夫 福 島 県
伊藤　三之 山 形 県
高橋　　耕 岩 手
川上　博基 岩 手
近江　直人 秋 田
中林　裕雄 青 森 県
石田　恒久 青 森 県
向井　　諭 札 幌
田中　敏滋 札 幌
小寺　正史 札 幌
見野　彰信 札 幌
嶋田　敬昌 函 館
富川　泰志 旭 川
小林　史人 旭 川
那知　　哲 釧 路
武部　雅充 釧 路
渡辺　光夫 香 川 県
宮崎　浩二 香 川 県
津川　博昭 徳 島
木村　清志 徳 島
稲田　良吉 高 知
西嶋　吉光 愛 媛
宇都宮嘉忠 愛 媛
【監　　　　事】

板澤　幸雄 第一東京
澤田　久代 横 浜
【顧　　　　問】

本林　　徹 東 京
平山　正剛 東 京
梶谷　　剛 第一東京
久保井一匡 大 阪
【幹　 事 　長】

大貫　裕仁 第二東京
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Ｑ．法曹から国会議員を目指したきっかけ

Ａ．郵政解散の際に決意
私が議員を目指したきっかけは、一つではありま
せん。
私は弁護士になっていわゆる大手の事務所に入所
しましたが、様々な事件を経験していく中で、より
苦しんでいる人の近くで、寄り添った活動をしたい
と思いを抱くようになりました。
そして、その思いを抱えたまま、米国へ留学しま
した。米国留学中には 9．11を経験し、政治の影響
力の大きさを痛感させられました。帰国後は、経済
産業省に出向しました。そこでの活動を通じ、縦割
りを超えた活動がしたいと感じるようになりまし
た。また、昔から日本の歴史が大好きだったことも
あり、その一端を担いたいという思いもありまし
た。
このような思いを抱えながら経済産業省で働いて
いたところ、2005年の郵政解散があり、総選挙に出
馬することを決意しました。

Ｑ．法曹資格が議員活動に与える影響

Ａ．法曹の実務経験は極めて有用
議員も法曹も法律に携わるという点においては同

様です。ただ、実務でどう運用されているかを知っ
ているかいないかでは大きな違いがあります。実務
を知っているからこそできた指摘も数多くあり、法
曹資格、とくに実務経験は議員活動を行う上で極め
て有用です。

Ｑ．実現したい政策課題

Ａ．100年後を見据えた政策実現
現在、力を入れている政策として、殺処分ゼロ、
再生可能エネルギー政策が挙げられます。これらは
いずれもすぐに完全に実現、移行することができる
ものではありません。しかし、100年後の日本を見
据えた時には必要不可欠な政策であると考えていま
す。
また、成人年齢のあり方の検討にも力を入れてい
ます。それぞれの法律の趣旨、目的に沿った議論が
出来ればと考えています。

Ｑ．議員になった実感と法曹へのメッセージ

Ａ．司法に対する信頼回復を
最近、司法に対する信頼を揺るがす事件等が数多
く報道されています。司法は三権の一翼を担う非常
に重要な機関であり、その司法が不信感を招くと、
国民の権利、自由を守る最後の砦が機能しなくなっ
てしまいます。
法曹の方々には三権の一翼を担っているという誇
りと自信を持って行動してもらいたいと思います。
また、議員としては、法曹の方々が三権の一翼を
担っているという誇りと自信を持てるような制度設
計をしなければならないと痛感しています。

牧　原　秀　樹　議員
 衆議院・比例北関東（自由民主党）
 埼玉弁護士会会員

（インタビュアー　企画委員会副委員長　小倉拓也）

牧原秀樹先生は自民党の副幹事長、青年局長代
理を務めておられます。紙面の都合上、お伺いし
たお話を全て載せることはできませんでしたが、
とてもパワフルで熱い思いを感じました。
牧原先生の益々のご活躍をお祈り申し上げま
す。 （小倉 拓也）

弁護士議員に聞く
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弁護士議員に聞く

Ｑ．法曹から国会議員を目指したきっかけ

Ａ．公募制の導入をきっかけにチャレンジ
もともと曲がったことが大嫌いな性分なため、新
聞・テレビ等で政治家の事件を見るたびに、「政治
家はどうあるべきか。」と考えるようになりました。
政治家は立法に携わると考えたことから、政治を意
識して大学で法律を専攻し、弁護士となりました。
弁護士の活動はやりがいがあり、18年間続けてきま
したが、政治への想いを忘れることはなく、政治家
への転身のきっかけを探していました。
そうしたところ、自民党で公募制度が導入され、
応募してはどうかと友人から勧められました。個々
の依頼者の権利を守る弁護士の立場から、広く国や
国民の権利を守る立場になりたいと考え、政治家を
目指すことを決意しました。

Ｑ．法曹資格が議員活動に与える影響

Ａ．法律案を深く理解し、即座に対応
議員歴が長いとは言えない私が検察官適格審査会
の予備委員に選出されたり、成年後見制度に関する
党内の委員会メンバーに選出されたのは、法曹とし
ての経験や素養が買われたのだと思います。
また、法曹としての経験や素養は、法律案の読み

込みなどが苦にならず、官僚の説明の意図や論点を
即座に理解して対応することにも活かされていると
実感しています。

Ｑ．実現したい政策課題

Ａ．財政再建、持続可能な成長及び安全保障
私が必ずや実現しなければならないと考える政策
課題は、「財政再建」と「持続可能な経済成長」、そ
して「安全保障」です。財政が再建されなければ、
国民は消耗してしまい、持続可能な経済成長など望
めません。また、安全保障についても、日本は他国
に頼るのみではなく、専守防衛に徹するという基本
方針は堅持しつつ、防衛基盤の整備等自国のことは
自国で守るという姿勢が必要です。
これらの政策を実現して、他国に過剰な依存をせ
ず「独立した」日本を目指していきたいと思います。

Ｑ．議員になった実感と法曹へのメッセージ

Ａ．ぜひ政治家を目指して欲しい
弁護士は論理的立論が最も重視されますが、政治
家には高度な調整力も必要となります。一つの法律
を立案するにも多大なエネルギーと調整力が必要と
なるのだということを日々実感しています。
法曹を目指した人は、弱者救済、社会正義の実現
など強い目的を有しているからこそ、難関とされる
司法試験に立ち向かうことができたのだと思いま
す。そういう人たちこそ国を正しい方向に導けると
信じています。

門　山　宏　哲　議員
 衆議院・比例南関東（自由民主党）
 千葉県弁護士会会員
（インタビュアー　企画委員会副委員長　石垣美帆）

門山議員は、政治的バックグラウンドがない中
で、真に社会正義の実現を目指し、自らの意思で
政治家を目指されたという印象を受けました。ま
た、「曲がったことが大嫌い」という言葉のとお
り、言葉の端々に実直かつ政治に対する真摯な姿
勢が垣間見えました。門山議員のように、真に日
本の将来を考え、熱い気持ちをもって政治に取り
組む議員が増えることを期待しています。
 （石垣 美帆）
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懇談会報告

自由民主党（2015年 5 月12日）
5 月12日、自由民主党と日弁連・弁政連との朝食懇談会が開催

された。自民党からは、保岡興治衆議院議員、丸山和也参議院議
員をはじめ、19人の代議士の方がご出席された。日弁連及び弁政
連側からは、村越会長をはじめ29人が出席した。
国際業務の推進及び中小企業海外展開支援、知財分野での弁護

士、弁護士会の活動状況、司法基盤の整備、司法予算の拡大とい
う 3つのテーマについて、活発な意見交換がなされた。
特に、司法予算の拡大については、多くの代議士の方が関心を

示していた。また、単位会での朝食懇談会の実施など貴重なご意
見もいただいた。 （企画委員会副委員長　武山茂樹）

維新の党（ 5月21日）
大阪都構想の是非を問う住民投票から 4日後の 5月21日、維新
の党との朝食懇談会が開催された。維新の党からは松野頼久代表
をはじめ 9名の国会議員がご出席になり、日弁連及び弁政連から
は村越会長をはじめ24名が出席した。冒頭、松野代表は、先の住
民投票を振り返り、「民主主義は素晴らしい」と語られた。日弁連
からは、司法予算の拡大についての要請や日弁連が取り組む中小
企業支援についての説明がなされた。維新の党からは、刑訴法の
改正や法曹養成制度等に関連して多くの質問が出され、活発な意
見交換となった。 （企画委員会副委員長　萱野　唯）

日本共産党（ 5月15日）
5 月15日、日本共産党との朝食懇談会が開催された。共産党か

ら、志位和夫幹部会委員長をはじめ10名の国会議員が出席された。
日弁連及び弁政連からは、村越会長をはじめ25名が出席した。
ちょうど安保法制の閣議決定の翌日の開催となったため、安保

法制及びその背景にある集団的自衛権の問題について双方から活
発な意見交換がなされた。共産党議員からは、日弁連会長声明への
共感が示されるなど、弁護士会の役割への期待が寄せられた。その
他、司法予算の問題や修習生への経済的支援の問題についても充
実した意見交換がなされた。 （企画委員会委員長代行　豊田賢治）

公明党（ 5月19日）
5 月19日、公明党との朝食懇談会が開催された。公明党から山

口那津男代表、北側一雄副代表をはじめ12名の国会議員が出席さ
れた。日弁連及び弁政連からは、村越会長をはじめ28名が出席した。
日弁連から、①司法基盤の整備、司法予算の拡大、②国際業務

の推進及び中小企業海外展開支援について要請・報告が行われた。
公明党からは、司法予算の拡大を求めるのであれば、裁判所や弁

護士がテレビ会議等を更に利用して利用率が向上するなどの実態
が必要ではないか、日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度
について、現行の法律相談料が中小企業向けとしては少し高いの
では等といった意見が出されるなど積極的な意見交換が行われた。
 （企画委員会副委員長　永井翔太郎）

各政党との朝食懇談会
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民主党（ 5月26日）
5 月26日、民主党との朝食懇談会が開催された。民主党から、

枝野幸男幹事長、横路孝弘元衆議院議長、江田五月元参議院議長
をはじめ17名の国会議員が出席された。日弁連及び弁政連からは、
村越会長をはじめ26名が出席した。
日弁連から、①安保法制、②労働法制の改正についての説明が

行われた。国会議員から、①安保法制の新 3要件の問題点、②労
働法制の改正による働く女性への影響、③刑訴法改正における司
法取引の問題点、④憲法改正への取組みの考え方などについてご
意見をいただき、活発な懇談会となった。
 （企画委員会副委員長　幸田雅治）

漆原良夫議員との懇談会

公明党青年委員会との交流
平成27年 3 月18日、企画委員会主催で、公明党青

年委員会との懇親会が行われました。公明党から、
濱地雅一議員、杉久武議員、國重徹議員、新妻秀規
議員、濱村進議員、輿水恵一議員に出席いただきま
した。弁政連からは、尾崎企画委員会委員長（当
時）、小林常務理事をはじめ14名の弁護士が出席し
ました。国会議員から、国会議員を志した理由や取
組中の課題をお話いただき、さらに、濱池議員、國
重議員から、弁護士経験が政治活動に活きること、
政治が弁護士・弁護
士会に期待する役割
は大きいこと、継続
的な交流が望ましい
などのお話をいただ
きました。
 （関口慶太）

維新の党若手議員との交流
平成27年 3 月26日、企画委員会主催で、維新の党
の若手議員との懇親会が開催されました。維新の党
から、井出庸生議員、坂本祐之輔議員、重徳和彦議
員、丸山穂高議員及び吉村洋文議員のご出席をいた
だきました。弁政連からは、尾崎企画委員会委員長
（当時）、山岸副理事、豊田企画委員会委員長代行
をはじめ10名の弁護士が出席しました。国会議員か
らは、現在ご関心のある分野の法案や政策課題につ
いてのお話しをい
ただき、弁護士か
らも無戸籍問題等
に関する問題提起
がなされるなど活
発な意見交換が行
われました。
 （永井翔太郎）

平成27年 5 月25日、企画委員会主催で、公明党の漆原良夫衆議院議員（東京弁護士会会員）との朝食懇談会
が開催されました。日弁連からは、伊藤副会長、三宅副会長、鈴木副会長、平山副会長、齋藤副会長、関弁連
からは、藤田理事長、弁政連からは、山岸理事長、同企画委員会からは、尾崎委員長（当時）、豊田委員長代
行など合計28名の弁護士が出席しました。
漆原議員からは、法律扶助制度や婚外子相続分の問題等のこれまで実現してきた政策課題や野党時代の話、

安保法制に至るまで多岐にわたるお話をいただきました。弁護士からも、若手弁護士を中心に今後実現すべき
政策課題や弁護士経験が国会議員の職務にどのように活きているか等の質問があり、活発な意見交換が行われ
ました。 （企画委員会副委員長　永井翔太郎）
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全国弁護士市長会総会 開催される
本年 6月10日弁護士会館クレオにて全国弁護士市長会の総会が開催さ

れ、それに続き全国弁護士市長会、日本弁護士連合会、法務省大臣官房
司法法制部、日本司法支援センター、日本弁護士政治連盟との意見交換
会が開催された。総会には、弁護士資格を有する市長として鈴木俊美栃
木市長（栃木県弁護士会32期）、濱田剛史高槻市長（大阪弁護士会48期）、
泉房穂明石市長（兵庫県弁護士会49期）、白井博文山陽小野田市長（山口
県弁護士会20期）、壬生隆明直方市長（福岡県弁護士会41期）が出席、意
見交換会には上記各市長のほか、日本弁護士連合会村越進会長ほか 9名、法務省大臣官房司法法制部から鈴木昭洋参事官、
日本司法支援センターから田中晴雄常務理事ほか 1名、日本弁護士政治連盟から斎籐義房副理事長ほか 2名が出席した。意
見交換会では、菊地裕太郎日弁連法律サービス展開本部自治体等連携センター長（弁政連副理事長）の司会の下、各市長か
らのそれぞれ特色のある活動報告及び参加者間での意見交換が行われ、充実した内容であった。 （幹事長　大貫裕仁）

支部活動ヘッドライン
日　　付 支　　部 活　動　内　容

平成27年 4 月17日 愛知県
愛知県弁護士会との共催で同会々館 5階ホールにおいて、元政策担当秘書で現在は任期付公務員として
消費者庁に勤務しておられる日置巴美氏による講演会を開催した。政策担当秘書の職務内容ややり甲斐等を
知ることができ、有意義な講演会となった。

平成27年 4 月18日 岐阜県 大野泰正参議院議員との懇談会・懇親会

全国の地域ごとに、利用者の視点から、具体的な司法改革を進めましょう。（さいとう）
「法の支配」の保障を平等に受けうる体制を整えること。とても重要ですよね。（おがわ）
もっと基礎自治体に目を向けなければと思います。（なぎら）

新たに広報委員会に加わりました東京弁護士会56期の伊藤敬史です。よろしくお願い申し上げます。（いとう）

編集後記

支部人事（）内は前任者
東京本部
　本部長　　神　洋明（竹之内明）
　幹事長　　比佐守男（藤原　浩）
埼玉支部
　支部長　　吉澤俊一（松本輝夫）
静岡県支部
　幹事長　　山本正幸（青山雅幸）
新潟県支部
　事務局長　小林斉史（平　哲也）
大阪支部
　支部長　　福原哲晃（益田哲生）
　幹事長　　福田健次（竹岡富美男）
京都支部
　事務局長　浜垣真也（白浜徹朗）
札幌支部
　事務局長　見野彰信（作間豪昭）
釧路支部
　支部長　　那知　哲（山崎俊之）

弁政連石川県支部は平成23年に設立され、現在会員数は58名、組織率は35％
です。若手弁護士に対して積極的に入会を要請していることが数字に表れてい
ると思います。
これまで、国会議員、首長、地方議会議員などと意見交換会を重ねてきまし
たが、昨年 7月には、国会議員との意見交換会を開催し、法曹人口問題、業際
問題などにつき議論しました。出席された自民党の北村茂男衆議院議員はかつ
て法務委員会に所属し法曹人口問題に関する勉強会にも参加されており、現状
の認識は我々と共通するところが多いと感じました。合格者数を減らし、適正
な数にすべきことなど、今後向かうべき方向性について、弁護士の考えと一致
するところが多く、有意義な意見交換会となりました。
今年 2月には、山田修路参議院議員を迎え、「TPP問題と弁護士業務」とい

うテーマで意見交換会を開催しました。山田議員は農水省の審議官としてWTO交渉団に加わった経験をお持ちで、TPP問題の
専門家でもあります。WTO、日中韓FTA、APEC、ASEAN、RCEPなど、アジア太平洋地域には多数の広域経済連携が存在す
ること、それらの特徴などについて詳しく解説していただきました。TPP交渉国には秘密保持義務が課せられているため、情報
が外部に出ず、弁護士業務にどのような影響が出るのか分かりにくいが、弁護士の業務に大きな打撃を与えることはないとの見
方を示されました。また、ISDS条項（投資紛争が生じたときに、国際仲裁等により解決するもの）が導入されると、アメリカ
の投資家がこれを利用し、政府が多額の損害賠償責任を負う可能性があることなど懸念が示されました。
途中、飛び入りで馳浩衆議院議員が挨拶され、大変に盛り上がった意見交換会となりました。意見交換会後の懇親会では、オ
フレコのお話も伺うことができ、貴重な機会となりました。
今後とも、国会議員や地方議員、首長などとの交流を深めていきたいと思います。

「TPP問題と弁護士業務」意見交換会を開催
 石川県支部事務局長　小堀 秀行

本部人事

山岸良太
副理事長・常務理事・企画委員長
第二東京弁護士会
平成25年度　二弁会長
平成25年度　日弁連副会長

　この度弁政連企画委員長に選任されました第二東京弁護士会所
属、32期の山岸良太です。企画委員会では、多数の若手の先生に
活発に活動して頂いておりますので、尾崎前委員長を引き継ぎ、
豊田委員長代行に助けてもらいながら、引き続き実のある活発な
企画委員会としていきたいと考えております。

　 5月19日に開催された常務理事会において弁政連の常置委員会
の委員長改選が行われ、尾崎純理企画委員長の後任に山岸良太副
理事長が選任されました。吉岡桂輔総務委員長、江藤洋一財務委
員長、菊地裕太郎組織強化委員長及び齋藤義房広報委員長は、い
ずれも再任されました。


